
1.講習会開催日等 （すべて平成22年）

開催地 会 場 名 開催時間

北見市 1 月 20 日 オ ホ ーツク木のプ ラザ
（北見市泉町1丁目3番18号）

80 名 10：00～12：00

釧路市 2 月 4 日 釧路教育研究ｾﾝﾀｰ大会議室
（釧路市千歳町 3 番 16 号 ）

100 名 13：00～16：00

旭川市 2 月 10 日 上 川 支 庁 3 階 講 堂
（旭川市永山 6 条 19 丁 目 ）

150 名 13：30～15：30

札幌市 2 月 16 日 札 幌 市 民 ホ ー ル
（札幌市中央区北1条西1丁目）

150 名 13：00～15：00

※　釧路会場は、机上訓練もあわせて実施します。

1.応急危険度判定制度について

2.応急危険度判定基準について

3.その他

受講証書交付・申請書受付

3.講　師

4.受講料 無　料

CPD／建築士会継続能力開発（CPD）制度の認定講習会（2単位）となっております。

講習会終了後、参加者にバーコードシールを配布します。

講 習 内 容

2.講習内容

開催地市町村の建築指導担当職員、北海道建設部住宅局建築指導課職員又は支庁建設指導課職員

講習（110分）

開会挨拶

平成21年度応急危険度判定士認定講習会のご案内

 北海道震災建築物応急危険度判定 道内各地区協議会

開催月日 定員

　 　主 催　　  　北海道、（社）北海道建築士会 

　平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を機に、応急危険度判定が我国で初めて実施されました。

　北海道においても、地震による建築物の被害者から道民の安全を確保するため、平成8年3月から北海道震

災建築物応急危険度判定士認定制度をスタートさせ、10年以上が過ぎ、この間、既に8,000人近くの建築士

の方が講習を受講されております。

　また、この判定士制度は、有効期限が5年となっており更新にあたっては、講習会を受講していただくこ

ととなっております。

　この講習会においては、最近の判定制度の進展状況をお知らせするとともに被災建築物応急危険度判定マ

ニュアルなどにより、判定士の皆様の技術や知識の研鑽に役立てていただきたいと考えておりますので、積

極的な受講をお願いいたします。



5.受講資格・受講申込

区　分 更 新 講 習 新 規 講 習

受講資格 ・応急危険度判定士 ・道内在住の建築士（1級・2級.木造）

受講申込
書の提出
期　　日

・更新受講申込書に事項を記入のうえ、同封
の返信用封筒により、郵送してください。

・新規受講申込書に必要事項をおお記入のう
え、受講票返信用封筒（郵便番号、住所及び
氏名を記載すること。）を同封し、（社）北
海道建築士会本部事務局あてに郵送してくだ
さい。

区　分 更 新 申 請 新 規 申 請

更新申請
時　　期

・有効期間満了の2ヶ月前からです。 　　　　　　　　　　

・後日申請の方は、（社）北海道建築士会本部事務局に持参又は郵送してください。

●次の関係書類を提出してください。 ●次の関係書類を提出してください。

・応急危険度判定士認定更新申請書 ・応急危険度判定士認定申請書

・応急危険度判定士認定登録者カード ・応急危険度判定士認定登録者カード

（上記の書類は受講票返送の際同封いたします） （上記の書類は受講票返送の際同封いたします）

・講習会の受講票 ・講習会の受講票

・応急危険度判定士認定証 ・建築士免許の写し1部（A4判縮小可)

・写真1枚（縦3.0㎝、横2.4㎝で無帽・正面・
上半身・無背景・カラーで6ヶ月以内の撮影、
写真裏面に氏名を記入）

・写真2枚（縦3.0㎝、横2.4㎝で無帽・正面・
上半身・無背景・カラーで6ヶ月以内の撮影、
写真裏面に氏名を記入）

7.申込場所（郵送先）

社団法人　北海道建築士会 ℡　011-251-6076
〒060-0042　札幌市中央区大通西5丁目11番地　大五ビル6階

8.問合せ先

開催地 所 在 地 連 絡 先

(社)北海道建築士会 011-251-6076
〒060-0042　札幌市中央区大通西5丁目11番地　大五ビル6階
網走地区協議会～網走土木現業所企画総務部建設指導課建築住宅係
〒093-8585　網走市北７条西３丁目 0152-41-0642
釧路地区協議会～釧路支庁産業振興部建設指導課建築住宅係
〒085-8588　釧路市浦見２丁目２-５４ 0154-43-9192
上川地区協議会～旭川土木現業所企画総務部建設指導課建築住宅係
〒079-8610　旭川市永山６条19丁目 0166-46-5947

・当日申請の方は、講習会終了後に受付けいたします。

・受講申込書は2枚複写となっております、切り離さず一緒に申込みください。

・氏名に必ず「フリガナ」を付けてください。

・2枚目の受講票にも氏名を記入してください。

・講習会当日は返送された受講票を持参してください。

・受講申込書受理後、受講票を送付いたします。

・講習会開催日の15日前（必着）までとし、定員になり次第締め切ります。

・各支部での受付はいたしません

・更新並びに新規受講申込書の様式は、北海道建設部住宅局建築指導課ホームページ
（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/oqhp)からもダウンロードすることができます。

受講申込
書の提出
方　　法

札幌

旭川

注意事項

その他

釧路

北見

申請書の
受　　付

申請書類
の 提 出


